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令和８年度の後期高齢者医療制度の保険料について 
 
１ 保険料率について 
 

これまで後期高齢者医療制度は２年おきに保険料率の改定が行なわれており、       

令和８ 年度は保険料率の改定年度となっております。北海道後期高齢者医療広域連合の

運営協議会（１月２２日開催）での協議を経て、２月１０日開催の広域連合第１回定例会

において、保険料率が提案され承認されております。 
 

(1)令和８・９年度保険料率（医療分） 

○均等割額 59,963円・・・被保険者に等しく賦課される額（7,010円増） 

（現行） 52,953円 

○所得割額 11.61％・・・本人の所得に応じた額（0.18％減） 

（現行） 11.79％ 
 
  (2)令和８年度保険料率（子ども分） 

   〇均等割額 1,364円・・・被保険者に等しく賦課される額（新規） 

   ○所得割額 0.28％・・・本人の所得に応じた額（新規） 
 

 令和８・９年度保険料（医療分）は、現行と比較して保険料は概ね増の傾向となって  

おります。これについては一人当たりの医療費の増などが要因となっております。また、  

子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴い保険料率（子ども分)が新たに算定  

されることとなります。なお、令和９年度の率（子ども分)は、次年度において、別途、 

算定される予定です。 

 

２ 賦課限度額の変更 
 

(1)賦課限度額（医 療 分）85万円（現行80万円）・・・年間上限額（５万円増） 
 
   (2)賦課限度額（子ども分） 2万1千円・・・・・・・・年間上限額（新規） 

 

３ 保険料均等割軽減に係る見直しについて 
 
  保険料均等割軽減について、医療分の７割軽減が国の財政措置により７.２割軽減となり

ます（なお、子ども分は７割軽減）。また、５割軽減及び２割軽減に対する所得判定基準が

見直されます。 
 

 軽減該当所得要件 軽減割合 

現行 ４３万円＋１０万円×（給与・公的年金所得者の数－１） ７割軽減 

令和８年度 同 上 
（医 療 分）７.２割軽減 、 
（子ども分） ７ 割軽減 

現行 
４３万円＋（３０万５千円×世帯の被保険者数） 

＋１０万円×（給与・公的年金所得者の数－１） 
５割軽減 

令和８年度 
４３万円＋（３１万円×世帯の被保険者数） 

＋１０万円×（給与・公的年金所得者の数－１） 

現行 
４３万円＋（５６万円×世帯の被保険者数） 

＋１０万円×（給与・公的年金所得者の数－１） 
２割軽減 

令和８年度 
４３万円＋（５７万円×世帯の被保険者数） 

＋１０万円×（給与・公的年金所得者の数－１） 
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４ 参考【年間保険料額】※単身世帯で年金収入のみの場合 
 

(1)令和７年度 ⇒ 令和８・９年度（医療分） 

年金収入 均等割軽減 
年間保険料 
（R8-R9） 

現行年間保険料 
（R7） 

保険料増減額 

1,530,000円 （R7）7 割、（R8･9）7.2 割 16,700円 15,800円 ＋900円 

1,680,000円 （R7）7 割、（R8･9）7.2 割 34,200円 33,500円 ＋700円 

1,950,000円 5割 82,800円 80,100円 ＋2,700円 

2,240,000円 2割 130,400円 126,000円 ＋4,400円 

2,500,000円 無 172,500円 167,300円 ＋5,200円 

 

(2)令和８年度（子ども分） 

年金収入 均等割軽減 
年間保険料 
（R8） 

1,530,000円 7割 400円 

1,680,000円 7割 800円 

1,985,000円 5割 1,900円 

2,240,000円 2割 3,000円 

2,500,000円 無 4,000円 

 

(3)合計（医療分・子ども分）比較 

年金収入 均等割軽減 
年間保険料 
（R8） 

現行年間保険料 
（R7） 

保険料増減額 

1,530,000円 （R7）7 割、（R8･9）7.2 割等 17,100円 15,800円 ＋1,300円 

1,680,000円 （R7）7 割、（R8･9）7.2 割等 35,000円 33,500円 ＋1,500円 

1,950,000円 5割 84,700円 80,100円 ＋4,600円 

2,240,000円 2割 133,400円 126,000円 ＋7,400円 

2,500,000円 無 176,500円 167,300円 ＋9,200円 

 

５ その他 
 

後期高齢者医療保険料について、本市では、市長会を通じ、上昇抑制のため国の責任に

おいて十分な財政措置を講じることを要望しており、北海道後期高齢者医療広域連合 

からも全国後期高齢者医療広域連合協議会を通じ、定率国庫負担割合の増加や国の責任

ある財政支援の拡充を求めているところです。 


